
国立大学法人等の組織・業務全般の見直しについて

１．制度の概要

○文部科学大臣は、中期目標期間終了時（※）に組織及び業務全般にわたる検討を行い、所要の措置を講じるものとさ
れている。
（※国立大学法人等の中期目標期間（６年間） 第１期：平成１６年度～平成２１年度 第２期：平成２２年度～平成２７年度）

（国立大学法人法３５条において準用する独立行政法人通則法３５条）
第３５条 主務大臣（※文部科学大臣）は、独立行政法人（※国立大学法人等）の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政
法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置
を講ずるものとする。

２ 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会（※国立大学法人評価委員会）の意見を聴かなければならない。
３ 審議会（※政策評価・独立行政法人評価委員会）は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主
要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。

（附帯決議）
①「国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研究の特性に十分配慮
するとともに、その活性化が図られるよう、自主的・自律的な運営の確保に努めること。」（衆・１、参・１）

②「文部科学大臣は、中期目標の作成及び中期計画の認可に当たっては、大学の自主性・自律性を尊重する観点に立って適切に行うこと。」
（衆・４）

③「中期目標の実際上の作成主体が法人であることにかんがみ、文部科学大臣は、個々の教員の教育研究活動には言及しないこと。文部科学大
臣が中期目標・中期計画の原案を変更した場合の理由及び国立大学法人評価委員会の意見の公表等を通じて、決定過程の透明性の確保を
図るとともに、原案の変更は、財政上の理由など真にやむを得ない場合に限ること。」（参・５）

④「独立行政法人通則法を準用するに当たっては、総務省、財務省、文部科学省及び国立大学法人の関係において、大学の教育研究機関として
の本質が損なわれることのないよう、国立大学法人と独立行政法人の違いに十分留意すること。」（参・１０）

⑤「独立行政法人通則法第３５条の準用による政策評価・独立行政法人評価委員会からの国立大学法人等の主要な事務・事業の改廃勧告につい
ては、国立大学法人法第３条の趣旨を十分に踏まえ、各大学の大学本体や学部等の具体的な組織の改廃、個々の教育研究活動については言
及しないこと。また、必要な資料の提出等の依頼は、直接大学に対して行わず、文部科学大臣に対して行うこと。」（参・１１）

【参考】国立大学法人法

第３条 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければ
ならない。

資料 １
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国立大学法人等の組織・業務全般の見直しについて

○国立大学法人評価委員会において専門的な観点から議論し、見直しの「視点」をまとめた。

○現在、見直しの「視点」をもとに組織・業務全般の見直し内容を検討中であり、６月を目途に文部科学大臣より国立大
学法人等に示す予定。

○各法人は、文部科学大臣から示される見直し内容を踏まえ、中期目標・中期計画の素案を作成する。

２．検討状況

主な例（国立大学法人） 主な例（大学共同利用機関法人）

見直しの基本
的な方向性

第２期中期目標・中期計画は、大学の機能別分化を
進めるため、各法人の特性を踏まえる必要や、国立
大学法人をとりまく状況の変化に対応し、新たな課題
に留意する必要がある。

第２期中期目標・中期計画は、新たな学問領域の創成に資
するため、機構長のヴィジョンを明確にし、機構としての一体的
な運営体制を強化することや、大学や大学共同利用機関を
取り巻く状況の変化や課題に留意する必要がある。

組織の見直しに
関する視点

博士（後期）課程、法科大学院、教員養成系学部、
附置研究所等の入学定員や組織等の見直しが必要
ではないか。

新たな学問領域の創成や共同利用・共同研究機能の向上を
図る観点から、機構化のメリットを活かし、機構の組織の在り方
を検討することが必要ではないか。

業務全般の見
直しに関する視
点

（１）教育研究等の質の向上

教養教育の改善、社会貢献・地域貢献機能の強化、
グローバル化の推進、附属病院、附属学校等の業務
の見直しが必要ではないか。

（２）業務運営の改善等

法人のガバナンスの強化、資産の共同利用や事務
の共同実施の促進、コンプライアンス体制の確保等の
業務の見直しが必要ではないか。

（１）教育研究等の質の向上

研究実施体制の見直しや利便性の向上、研究環境の一層
の充実、多様な研究者の共同利用・共同研究への参画を促
進する取組、機構長の裁量の拡大、大学や機構内外の研究
機関との連携等のための業務の見直しが必要ではないか。

（２）業務運営の改善等

機構本部の事務局機能の強化、コンプライアンス体制の確
保等の業務の見直しが必要ではないか。
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国立大学法人等の組織・業務全般の見直しのスケジュール

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ４月

国立大学法人
等

第二期中期目標
期間開始

国立大学法人
評価委員会

文部科学省

総務省
政策評価・
独立行政法人
評価委員会

平成２１年
（２００９年）

平成２２年
（２０１０年）

１～３月７～１２月

中期目標・中期計画の検討

中期目標・中期計画
素案提出

中期目標・中期計画
原案提出

見直し
内容提示

組織業務
見直しＷＧ

素案審議

見直し原案

原案審議

勧告の方向性

中期目標期間
暫定評価結果

中期目標
提示

見直しの視点

中期計画
認可

審議
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